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1　企業対消費者電子商取引市場の概要
（1） 市場規模

企業対消費者電子商取引（以下ネット通販と略

す）1）は 1990 年代半ばにインターネットが消費

者に普及してから市場の成長が続いている。毎

年公表されている調査の最新版である経済産業

省（2022）によると、2021 年の推定市場規模は、

前年比 7.4% 増の 20.7 兆円である。このうち、

有形財である物販取引は前年比 8.6% 増の 13.3

兆円であり、店舗販売やテレビ通販などすべて

の企業対消費者の物販取引に占める電子商取引

の割合である電子商取引化率は 8.8％（前年比 0.7

ポイント増）である。またオンラインゲーム、

電子出版、動画配信といったデジタル財取引は

前年比 12.4% 増の 2.8 兆円、旅行や飲食店予約

といったサービス財取引は前年比 1.3% 増の 4.6

兆円であった。コロナ禍で需要が急速に縮小し

た 2020 年のサービス財取引を除けば、各分野と

も拡大が続いている。

こうした市場成長は、過去 1 年間におけるイ

ンターネットでの商品・サービスの購入者の割

合が年々上昇しているものの 47.2% にとどまっ

ていることを総務省（2021）が示すように、購入

者のさらなる増加が見込まれるので、今後も続

くと考えられる。

（2） 市場成長の要因と課題
こうした持続的な市場成長の要因の一つが、

店舗小売と異なるネット通販の特徴である。そ

れは、①取引の非対面性、②商圏の制約がない
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ことによる市場の単一性、③営業時間や立地な

ど非価格面での差別化が難しいことによるサー

ビスの均質性、④企業・消費者ともに情報を発

信できるという情報の双方向性、のようにまと

めることができる。こうした特徴が、企業の販

売意欲を活発化させるとともに、消費者の購買

意欲を活発化させることで、市場が成長してき

たということができる。

もう一つの要因が、技術革新や新たなビジネ

スモデルの誕生、各企業のイノベーションであ

る。インターネットの商用利用が活発化した

1990 年代後半の初期段階では企業から消費者に

対する一方向での情報発信や販売促進が盛んに

行われたが、 2000 年代の半ばからはこれに加え

て、消費者からの情報発信が、クチコミサイト

やブログ、SNS（Social Network Service）の普

及によって盛んとなった。Web2.0 と称されるこ

うした情報の双方向性によって、消費者が情報

収集力や交渉力を増やして購買意欲を活性化す

ることとなった。それに加えて、検索エンジン

や販売仲介、SNS といったプラットフォーム運

営事業者（以下、プラットフォーマーと略す）が

消費者から発信されるウェブサイト閲覧履歴や

購入履歴を含む膨大な情報を蓄積して囲い込み、

それを広告活動などに利用することで収益を拡

大して巨大化、寡占化することともなった。ま

た 2010 年代のスマートフォンの普及は、ネッ

ト通販ユーザーのさらなる増加に加え、フリマ

アプリの利用者や課金型のオンラインゲームと

いった新市場を成長させ、リユース品の売買を

はじめとする消費者間取引市場を活性化させた。

あるいはライドシェアや民泊サービスの仲介を

行うプラットフォーマーが、各市場を成長させ

るだけでなく、不稼働資産の共有など所有権の

移転を伴わないシェアリングエコノミーという

概念を浸透させ、動画配信や電子書籍の月額定

額制は、他の商品・サービス分野にもサブスク

リプションというビジネスモデルを浸透させた。

しかしネット通販市場の成長は、ネガティブ

な影響も生じさせている。たとえば店舗で商品

現物の確認や販売員への質問等といった情報収

集を行った消費者が、あとから他のネット通販

事業者で購買を行うショールーミングは、電子

商取引化率が高く価格比較サイトの利用も活

発な家電やコンピュータ、現物の確認が好ま

れやすい衣料品や家具ではしばしば行われ、店

舗小売市場を縮小させている面もある。また、

Web2.0 のもとで巨大化したプラットフォーマー

による、サービス利用者に対して半ば一方的に

規約変更を強いるかのような囲い込みや寡占化

が問題視され、国内外で法規制が強化されつつ

ある。

一方で、さらなる技術革新やビジネスモデル

の誕生が、ネット通販市場における取引参加者

間のパワー関係を変容させたり、新たな収益機

会を登場させたりする可能性も生じている。た

とえばブロックチェーンに代表される分散型技

術がプラットフォーマーの寡占化を崩す可能性

や、写真やデザインなどデジタルコンテンツの

売買を容易にする非代替性トークンとして知ら

れる NFT（Non-Fungible Token）のような新サー

ビスが、デジタル財市場における新たな小規模

ビジネスを活性化させる可能性がある。こうし

た動向は、Web3（ウェブスリー）という名称で

喧伝されており、官庁でも 2022 年夏以降、デジ

タル庁「Web3.0 研究会」、総務省「Web3 時代

に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」

といった有識者会議が開催されつつある。この

ように DX とよばれるデジタル技術を用いたイ

ノベーションが企業だけでなく、消費者の活動

をも変化させつつある。

そこで以下では、ネット通販の現状と課題に
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ついて 4 点に分けて考察する。第 1 はネット通

販市場の成長が既存の店舗小売業と消費者に与

える影響である。第 2 はネット通販市場の中で

も寡占化しやすい事業分野の特徴と、そうした

寡占化への法規制強化の動きである。第 3 は寡

占化とは逆の、新規参入や小規模事業が成立し

うる事業分野の特徴と、こうした市場活性化が

消費者の生活や消費行動に与える影響である。

そして第 4 が、これからのネット通販市場に影

響を与えうる Web3 の展望である。

2 　ネット通販市場成長が店舗小売業と消費
者に与える影響

（1） 買物弱者問題
ネット通販市場の成長は、店舗小売市場の縮

小、より具体的には、大型小売店舗の閉鎖を促す

ことで、高齢化が進む消費者の買い回りを困難

にさせる恐れがある。経済産業省が定期的に公

表する商業統計によれば、国内小売業の店舗数

は 1985 年以降一貫して減少しているが、当初の

閉鎖店舗の多くは、大手小売企業との競争や後

継者問題に悩む小規模小売店舗であった。

しかし経済産業省（2014）や総務省（2017a）が

指摘するように近年、大手小売業の閉店が、住

民の高齢化や世帯人数の減少がみられる都市近

郊部のニュータウンなどで増加し、近隣住民の

買い回りが困難になるいわゆる「買物弱者」問

題が増加した。食品スーパー、ドラッグストア

など小売業態内での競争のために店舗を増やし

てきた大手小売業が、人口や購買力の縮小する

商圏を主な対象に店舗を閉鎖してきたのだが、

ネット通販市場の成長によって店舗小売業の売

上高減少が続くと、店舗閉鎖が一層加速するお

それが高まる。

（2 ） 国内小売業の費用構造と店舗閉鎖という
解決策の影響

経済産業省が毎年公表する企業活動基本調査

の最新版である経済産業省（2021）によると、日

本の小売業の売上高、売上総利益、営業利益に基

づいて、売上高に対する売上総利益率、販売費

及び一般管理費（以下、販管費と略す）率、営業

利益率はそれぞれ 28.82%、26.05%、2.77% であ

る 2）。このとき、売上高を 100 とすると、売上原

価、売上総利益、販管費、営業利益の数値は図

表 1 の左のようになる。売上原価は売上高の増

減と連動する変動費という性質を有し、販管費

の多くは、家賃、人件費、折り込みチラシを含

む広告費のように売上高との連動性が低い固定

費という性質を有する。

本調査の回答小売業は従業者 50 人以上かつ資

本金又は出資金 3,000 万円以上の約 3,400 社であ

るが、国内小売業のこうした費用・収益構造は、

たとえば米国の大手小売業と比較すると、売上高

対売上原価率は低いものの、売上高対販管費率

は高い傾向にある。

ところで、国内ネット通販市場の成長が続く

としても、消費市場全体が成長すると考えるこ

図表 1　日本の小売業の費用・収益構造とその変化

（出所）経済産業省（2021）をもとに筆者作成

90.00100.00売上高

64.0671.18売上原価

売上総利益 28.82 売上高10%減少時

26.0526.05 販管費

▲0.112.77営業利益

25.94
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とは難しい。人口縮小と高齢化が進み、経済成

長も楽観視できない日本では、消費の拡大すなわ

ち小売販売額の増加は見込みづらいからである。

つまりネット通販市場が成長すれば、それに応

じて店舗小売市場が縮小すると考えられる。

そこでたとえば、店舗小売業の売上高が 10%

減少した場合を想定する。ここでは売上高に比

例して売上原価も 10% 減少する一方、販管費

や営業外損益は売上高との連動性が低いので変

化しないと仮定する。このとき、各費用・利益

の数値は図表 1 の右のように変化する。企業活

動基本調査の売上高対各比率を元にすると、売

上高対総利益率は変化しない一方、販管費率は

26.05 ÷ 90.00 ＝ 28.94% に上昇し、営業利益は

▲ 0.11 へと低下する。つまり販管費をすべて固

定費と仮定した場合、売上高対固定費比率がも

ともと 26% 代と高い水準にある小売業は、売上

高の減少によって売上原価は比例的に減少する

ものの、販管費が減少しないことにより営業利

益が容易に赤字に転落するのである。

こうした赤字決算を回避するためには、販管

費の削減が不可欠となり、店舗小売業における

その効果的な対策は、不採算店舗の閉鎖による

家賃や人件費の削減となる。つまりネット通販

市場の成長は店舗小売業を弱体化させ、買物弱

者をさらに増加させる恐れがある。

もちろん、店内に掲示した二次元バーコード

経由での自社販売サイトへの誘導や、インター

ネットでの購入商品の店舗での受け渡し、オン

ラインでの販売員による接客など、リアル店舗

とインターネットとの連携を強化して顧客接点

を増やすオムニチャネル化を行うような対策を

行う店舗小売業も少なくない。しかし、これま

で販売シェアの上昇を背景に製造業者からのパ

ワーシフトを果たした大手店舗小売業が、人口

減少など商圏購買力の縮小に直面する中で、ネッ

ト通販という他業態とのシェア獲得競争にも巻

き込まれ厳しい状況にあることは間違いない。

3　寡占化の進展と法規制の強化
（1） 寡占化の要因

市場の競争を衰退させる寡占化を生じさせる

要因はいくつかあるが、ネット通販に関して生

じる主な要因は一つが平均費用の逓減、もう一

つがネットワーク効果の存在である。

第一に、平均費用の逓減という費用構造をも

つ市場分野が、オンラインゲームあるいは電子

出版のようなデジタル財取引市場や、プラット

フォーム市場である。たとえばオンラインゲーム

は開発費がかさむ一方で、それをユーザーがダ

ウンロードし利用する際には企業側の負担コス

トは極めて少ない。デジタル財やプラットフォー

ムサービスは、コンテンツのコピーが容易なの

で複数人が同時にそれを利用できる共有性があ

るからである。つまりデジタル財は、有形財と

比較して、コンテンツ制作や販売サイトなどの

システム開発といった取引開始に先立つ固定費

を多く要する一方で、取引増加に伴う追加的な

変動費は少額ですむ 3）。

たとえば販売に先立って必要な開発費などの

固定費が 1 億円、販売開始後の取引 1 件当たり

に要する追加的な変動費が 10 円という、デジタ

ル財取引があった場合、その取引量と 1 取引当

たり平均費用を示したものが図表 2 である。取

引量が少ないときは多額の固定費が平均費用を

押し上げているが、取引量が増えるにつれて取

引 1 件当たりの固定費が按分されることで、平

均費用が次第に変動費に近似していくことがわ

かる。取引量の拡大が平均費用を逓減させると

いうことは、取引 1 件当たりの利益すなわち限

界利益を逓増させるということになる。つまり

規模の拡大がさらなる収益性の向上を招くので、
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こうした市場では寡占化が進みやすい。

またこうした費用構造を活かして、一般的な

取引は無償で提供し追加的なサービスを希望す

るユーザーに対してのみそれを有償で提供する

いわゆるフリーミアムビジネスや、利用の多寡

にかかわらず毎期定額を課金するサブスクリプ

ション制度を導入する企業も多い。限定的なサー

ビス利用での無料会員制度や、多数のコンテン

ツを提供しての定額課金制度は消費者の支持を

集めやすく、競合企業間の優勝劣敗は明確化し

てさらに寡占化が進むことになる。

第二に、ネットワーク効果とはある商品・サー

ビスを利用する利用者全体のメリットが、利用

者が増えることで飛躍的に増加するというもの

で、プラットフォーム事業で顕在化する。たと

えば LINE のようなコミュニケーションサービ

スは、大勢が参加していることで参加者間の情

報交換の利便性を高めるという直接的ネット

ワーク効果を高め、通販プラットフォームは買

い手が増えることで売り手の販売機会を、売り

手が増えることで買い手の購買利便性を高める

という間接的ネットワーク効果を高めている。

一方でネットワーク効果が高まると、当該サー

ビスからユーザーが離脱することは、不利益が

増えるから難しくなる。そこでユーザーとの力

関係の非対称を背景に、プラットフォーマーが

利用規約の変更をユーザーに対して課すような

囲い込みの問題も顕在化しつつある。

（2） 法規制の強化
寡占化が進むとともに、ネットワーク効果を

背景にユーザーへの交渉力を増しているプラッ

トフォーマーに対する法規制強化は強まってい

る。規制強化は EU（Europe Union；欧州連合）

が 2015 年 5 月に公表した「欧州のデジタル単

一市場戦略（A Digital Single Market Strategy 

for Europe）」に端を発し、日本も欧州に呼応す

るように、2018 年から規制強化の方向での検討

が進んだ。独占禁止法上のガイドラインとして

公正取引委員会が 2019 年 12 月に公表した「デ

ジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等

を提供する消費者との取引における優越的地

位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」や、

2020 年 5 月に成立した「特定デジタルプラット

フォームの透明性及び公正性の向上に関する法

律」がその一例である。

図表 2　取引量と平均費用

（出所）筆者作成

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000

1　　　　　10　　　　　100　　　　1,000　　　10,000　　　100,000　　1,000,000　10,000,000

平均費用

取引量

平均費用は取引量が増加すると
変動費の 10 円に近接する 
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欧州や日本のこうした規制強化は、米国企業

が寡占的地位を占めるプラットフォーム市場に

おいて、自国のプラットフォーム企業の競争力

強化を図る狙いもあるだろうし、プラットフォー

マーやその提供事業を利用する企業のイノベー

ションの芽を摘む恐れもある。しかし、プラッ

トフォームによる囲い込みに対するユーザーの

抵抗感や世論の反発に加え、平均費用の逓減性

やネットワーク効果の高さといった競争を排除

しかねない市場の失敗要因の存在から、公正な

競争の確保という点での妥当性が高いと考えら

れる。

4　新規参入の容易化
ネット通販市場は、寡占化を進める要因がほ

かにもある。商圏の制約を受けないために単一

市場となるネット通販は、店舗小売業のような

商圏ごとの局地的な競争が生じないから、企業

間の優勝劣敗が進みやすい。またネット通販は

店舗の内装や接客などサービス面での非価格競

争が限定的となるために、価格競争が激化する

傾向にあるが、価格競争では仕入れ価格の引き

下げなど交渉で大量発注が可能な大企業が有利

となりやすい。

一方で事業分野によっては寡占化とは逆の、

新規参入圧力を含む参加企業数の維持による競

争を促進する要因もある。ネット通販ではサー

ビス競争が限定的であるために、たとえば一等

地での店舗賃借や多数の販売員の雇用のような

販管費を削減することで、低コストでの事業開

始や継続が容易となる。変動費率すなわち売上

高対売上原価率がデジタル財と比較して高い物

販取引市場ではそれが顕著となり、競争環境が

維持されやすい。たとえば大手ネット通販企業

が高いシェアを背景に販売価格の引き上げをし

たとすれば、低価格販売を仕掛けて顧客を奪う

機会が競合他社に生じることになる。

また、フリマアプリでのリユース品売買、民泊

や電子出版、ブログでの第三者の広告掲載、ライ

ブ配信や創作されたデジタルコンテンツへの投

げ銭のような、各種プラットフォーマーによる

小規模取引のマッチングを図るさまざまなサー

ビス提供は、新規参入を含む小規模事業の参入

を促すだけでなく、消費者間取引を通して消費

者に売主となる機会や起業の機会を与えてきた。

インターネット上での不特定多数への業務発注

を指すクラウドソーシングや、寄付や出資など

小口化した資金調達を多様化するクラウドファ

ンディングもこうした機会を促進する。

終身雇用制度採用企業の減少や、税金や社会

保険料が国民所得に占める割合である国民負担

率の上昇、金融庁（2019）で指摘されたいわゆ

る老後資金 2 千万円問題など消費者の生活を取

り巻く環境は厳しい。総務省（2017b）が示すよ

うに就業者に占める副業希望者の割合が次第に

増加していることからも、特定の分野に限られ

るとはいえネット通販市場での消費者の金銭獲

得機会の増加は、消費者の生活の多様化や消費

行動の活発化にもつながりうると考える。

5　Web3 によるネット通販市場の変化の可
能性

（1） Web3 の技術特性
Web2.0 は消費者の情報発信力や交渉力を増す

とともに、プラットフォーマーへの情報集中を

通してその寡占化を進めた。プラットフォーマー

がインターネットを介して得られる膨大な情報

をもとに、広告活動などで収益を得るのみなら

ず、利用規約の変更やアカウント凍結などを通

じてユーザーの情報を管理し対価やその利用方

法を実質的に決定できる体制にあったことが、

前述のような法規制強化の一因である。
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こうした情報の一極集中に対抗する技術や概

念が注目を浴びつつある。それは、暗号技術を

用いて鎖のようにつなげた取引履歴を各所で分

散的に記録することで、データ改ざんを防止し

て真正性を担保するブロックチェーンという技

術を用いた、インターネットの非集権化を推し

進め、プラットフォーマーのような管理者では

なく各ユーザーによる分散的な情報所有を推し

進める Web3 という概念である。

ブロックチェーン技術を活かした具体的サー

ビスの一つが、デジタルコンテンツへの金銭的

価値付与とその流通を容易にする NFT である。

これは制作された写真やデザインなどのデジタ

ルデータについて、ブロックチェーン技術を用

いたデータベースにその制作者名を明記するこ

とで権利者を明らかにするとともに、売買など

での権利移転時にもデータベースにその履歴を

蓄積することで、データの改ざんを防ぎ権利関

係の真正性を確保する仕組みである。ブロック

チェーン上で契約を自動的に行うスマートコン

トラクトという仕組みを用いることで、たとえ

ばコンテンツ制作者に所有権移転ごとに追加的

報酬を還元させることも可能となる。

Web2.0 に代表されるこれまでの技術が提供

するサービスでは、こうしたデータをサービス

提供企業が独自の仕組みで管理していたために、

データの排他的制御が可能で、利用規約の改変

も実質的に自由に行うことができた。しかし、

ブロックチェーン技術のもとでは情報の可搬性

をユーザーが保持することが可能で、スマート

コントラクトによって利用規約の改変を困難に

することも可能となる。結果として、コンテン

ツ製作者やユーザーがデータの管理を主体的に

行うことが可能となる。

（2）新たなインターネットの覇者が登場するか
Web3 時代のプラットフォームとしては、イン

ターネット上に設けられた 3 次元の仮想空間で

あるメタバースが想定されることが多い。コロ

ナ禍でのオンライン会議の普及は、自分の分身

であるアバターを登場させるメタバースを、ゲー

ムのような娯楽用途からビジネス用途に拡張さ

せることに貢献したということができる。ブロッ

クチェーン技術を用いた Web3 のメタバースで

あれば、複数のアプリケーションにわたってア

バターや保有するコンテンツをユーザーが自由

に移動させることが可能となる。

しかし Web3 を巡る動きはまだ流動的である。

メタバースは、2000 年代半ばに一過性の流行を

起こしたセカンドライフというサービスに類似

しており、今回もユーザーの支持を受けるかは

定かでない。またフェイスブック社が 2021 年に

社名をメタ社に変更したように、ブロックチェー

ン技術に依存しないクローズドなメタバースが、

既存の大手プラットフォーマーの経営資源を背

景に引き続き覇者となる可能性もある。

Web3 技術を用いたメタバースへの参加や

NFT の利用には、イーサリアムのような仮想通

貨（暗号資産）との紐づけが必要であり、現段

階ではそうした仮想通貨アカウントの保有者が

十分に多いとは言えない。ブロックチェーン技

術を用いた種々の仮想通貨は、知名度や流通量

は高いものの、実用性よりは投機的な騰落を繰

り返しているのと同様に、一部で数億円を超え

て落札されることのある NFT も、デジタルコ

ンテンツに対する適正な金銭的評価がなされて

いるというよりは、投機対象としての評価であ

るという印象が否めない。

しかし、サービス間での可搬性を有する Web3

のもとでの各種サービス提供は、既存のプラッ

トフォーマーに代わる覇者を誕生させうるとと
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もに、そうした運営企業はサービスの相互運用

性ゆえに、ネットワーク効果に依存してユーザー

を囲い込むことが難しく、新規参入圧力など競

争環境のもとでの事業運営が余儀なくされると

いう公正性が期待できる。また NFT を用いた

デジタルコンテンツへの所有権の設定やその移

転方法の効率化は、デジタル配信サービスにお

けるコンテンツ製作者とプラットフォーマーと

の力関係や利益配分を変える可能性、消費者を

含む無名のコンテンツ制作者の事業機会を拡張

する可能性があり、知的財産ビジネスのあり方

を一変させる可能性がある。

【付記】

　本稿の分析の一部は JSPS 科研費 JP20K01982（研

究課題「オンラインプラットフォームが流通取引慣

行に与える流通政策研究」）の助成を受けている。

【注】

1）経済産業省（2022）では売主・買主双方が消費

者になる消費者間取引をリユース品売買を中心と

するフリマアプリとネットオークションに限定す

るが、そこには企業が売主となるものも存在する

一方で、民泊など他分野にも消費者間取引は存在

し、企業対消費者取引との区分は明確とは言えな

い。そこで本稿では両取引を含めて考察する。

2）調査対象は店舗小売業に限定していないが、こ

こでは一般的な小売業の費用・収益構造であると

仮定して考察する。

3）取引ごとのプロモーション支出に伴う変動費の

多額化や、取引量増加に伴うシステム増強など追

加的投資等は、ここでは考慮していない。
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